
                      　日本の政治分野における男女共同参画に関する次の記述のうち妥当なのはど
れか。
１．１９９９ 年から ２０２３ 年までの統一地方選挙について見ると，候補者に占める女性の

割合は上昇傾向にあるが，当選者に占める女性の割合は下降傾向にある。
２．２０２２ 年 １２ 月 ３１ 日現在で見ると，都道府県議会の全議員に占める女性議員の割合，
町村議会の全議員に占める女性議員の割合は，いずれも ３０ ％を上回っている。

３．２０２２ 年４月１日現在で見ると，都道府県の女性知事は １０ 名を超えており，近年
の地方自治法の改正により副知事について女性を１名以上就けることが都道府県
の努力義務となったこともあり，全国の女性副知事は １００ 名を超えている。

４．政治分野における男女共同参画の推進に関する法律は，政党その他の政治団体に
対して，所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数を均等にする義務を課して
いるが，当該義務の違反に対する罰則を規定していない。

５．近年，政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が改正され，政党その
他の政治団体の努力の規定部分に，セクシャルハラスメントやマタニティハラス
メントなどへの対策が明記された。


